規則様式第３１号
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書

	保険者番号
	　
	被保険者番号
	　

	被保険者氏名
	　
	生年月日
	年　　月　　日

	住所
	　

	傷病名
	　
	発病又は負傷年月日
	年　　月　　日

	減免等種類
	　

	申請の理由
	

	　上記のとおり、関係書類を添えて後期高齢者医療の一部負担金の　　　を申請します。
　　　　年　　　月　　　日

　愛知県後期高齢者医療広域連合長様

　　　　　　　　　　　　　申 請 者　 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	市区町村確認欄　　　　　　　　　　　　　　　　広域連合確認欄

	　
	事実認定
	所得判定
	入力
	証明書交付
	　
	確認
	証明書交付
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	

	　


要綱様式第１号
医師の意見書
	被保険者番号
	
	被保険者氏名
	

	傷　 病　 名
	

	症　    　状
	

	緊急治療の
必  要  性
	

	治療手段及び
入院の必要性
	

	治 療 期 間
	入　院　　おおむね　　　　年　　　か月
通　院　　おおむね　　　　年　　　か月

	医療費見込額
（月　額）
	　　　　　　　　　　　　　円

	医療機関の所在地
及  び  名  称

	

	　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　主治医の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　



要綱様式第２号
収入状況等申告書
	被保険者番号
	
	被保険者氏名
	

	減免等の事由

（該当する項目をチェック

　　　　　してください。）
	□重篤な疾病若しくは負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと（当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合は除く。）。

	
	□事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

	
	□干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

	上記事由が生じた年月日
	年　　　　月　　　　日

	事由の詳細
	

	世帯
収入
状況

　　※１
	氏　　名
	続　柄
	収入の種類

※２
	実収月額
	収入を証明する書類等

※３

	
	
	世帯主
	
	　　　　　　　円
	

	
	
	
	
	　　　　　　　円
	

	
	
	
	
	　　　　　　　円
	

	
	
	
	
	　　　　　　　円
	

	
	
	
	
	　　　　　　　円
	

	
	
	(世帯の)実収月額
	①　　　　　　円
	

	住居の状況
	種類
	□持ち家(名義人　　　　　　　　　)　□借家　□その他(　　　　　　　　　　)

	
	家賃
	月額　　　　　　　　　　円

	以上のとおり申告します。この申告書の記載内容は、事実に相違ありません。

　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


※１　世帯収入状況欄は住民基本台帳上の世帯員全員の氏名を記入すること。（収入のない者も含む。）

※２　給与収入、年金収入（厚生年金、国民年金、共済年金、障害年金、遺族年金、恩給など）、事業収入、

　　　仕送りによる収入、その他の収入（生命保険等の給付金、財産収入など）のいずれかを記入すること。

※３　収入のうち証明書等が取れるもの（勤務先の給与証明書など）及び家賃・間代を証明するものを、この

　　申告書に必ず添付すること。

要綱様式第３号
 収 入 申 告 書
　　年　　月　　日
愛知県後期高齢者医療広域連合長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申告者氏名　　　　　　　　　　　　　　
次のとおり申告します。
	区　　　　分
	当月見込み

月分
	前３か月分

	
	
	　　　　 月分
	　　　 　月分
	 　 　 月分

	収　　入　　額
	給与収入
	
	
	
	

	
	年金収入
	
	
	
	

	
	事業収入
	
	
	
	

	
	仕送りによる収入
	
	
	
	

	
	その他の収入
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計（ア）
	
	
	
	

	控　　除　　額
	所得税
	
	
	
	

	
	住民税
	
	
	
	

	
	社会保険料
	
	
	
	

	
	必要経費（事業収入の場合）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計（イ）
	
	
	
	

	実収月額（ア）－（イ）
	
	
	
	

	収 入 が な い 理 由




※世帯員ごとに記入すること。（収入がない者も提出が必要）

要綱様式第４号
給与証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
愛知県後期高齢者医療広域連合長　様
                             　　　 所　　 在 　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業主（雇主)氏名　　　　　　　　　　　　　　　
次のとおり証明します。
	住所
	
	職名及び
職務内容
	

	氏名
	
	
	

	区分
	当月分見込み
　　　　　月分
	前 ３か月 分

	
	
	　　　　　月分
	　　　　　月分
	　　　　　月分

	勤務(就労)日数
	日
	日
	日
	日

	支払額
	基本給
	
	
	
	

	
	扶養手当(　　人)
	
	
	
	

	
	地域手当
	
	
	
	

	
	時間外手当
	
	
	
	

	
	通勤手当
	
	
	
	

	
	賞与
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計（ア）
	
	
	
	

	控除額
	所得税
	
	
	
	

	
	住民税
	
	
	
	

	
	社会保険料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計（イ）
	
	
	
	

	差引支給額(ア)－(イ)
	
	
	
	


（注）　この証明書は、後期高齢者医療一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請のため、愛知県後期高齢者医療広域連合長に対し、被保険者が生活状況の申告をする場合に必要なものです。
　   当月及び前３か月分の期間におけるすべての支払額及び控除額(当月分は見込み額)について、それぞれ内訳を明らかにして記入してください。

要綱様式第５号

一部負担金所要額申告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

愛知県後期高齢者医療広域連合　様

被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
私が今後１か月間に受診する予定のある医療機関及び支払う予定のある一部負担金は以下のとおりです。

	医療機関名
	一部負担金所要額
	医療機関番号

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	計
	⑨　　　     　　 円
	


· 太枠の中のみ記入して下さい。

（参考）

過去６か月に支払った一部負担金額

	受診月
	一部負担金額

	　　月
	円

	　　月
	円

	　　月
	円

	　　月
	円

	　　月
	円

	　　月
	　　     　　 円

	月平均
	　　　　　円


	別表　生活保護基準額表【旧基準】

	１　生活扶助基準額表（第１類費）《個人単位で計算する》

	・基準額①

	年齢
	1級地
	2級地
	3級地

	
	1級地－1
	1級地－2
	2級地－1
	2級地－2
	3級地－1
	3級地－2

	 0　～ 　2
	21,510
	20,540
	19,570
	18,600
	17,640
	16,670

	 3　～ 　5
	27,110
	25,890
	24,680
	23,450
	22,240
	21,010

	 6　～  11
	35,060
	33,480
	31,900
	30,320
	28,750
	27,170

	12　～  19
	43,300
	41,360
	39,400
	37,460
	35,510
	33,560

	20　～  40
	41,440
	39,580
	37,710
	35,840
	33,980
	32,120

	41　～  59
	39,290
	37,520
	35,750
	33,990
	32,220
	30,450

	60　～  69
	37,150
	35,480
	33,800
	32,140
	30,460
	28,790

	70　～　  
	33,280
	32,020
	30,280
	29,120
	27,290
	26,250

	(注)この表の基準額は、飲食物費、被服費等が対象となっている。

	・基準額②

	年齢
	1級地
	2級地
	3級地

	
	1級地－1
	1級地－2
	2級地－1
	2級地－2
	3級地－1
	3級地－2

	 0　～ 　2
	26,660
	25,520
	24,100
	23,540
	22,490
	21,550

	 3　～ 　5
	29,970
	28,690
	27,090
	26,470
	25,290
	24,220

	 6　～  11
	34,390
	32,920
	31,090
	30,360
	29,010
	27,790

	12　～  19
	39,170
	37,500
	35,410
	34,580
	33,040
	31,650

	20　～  40
	38,430
	36,790
	34,740
	33,930
	32,420
	31,060

	41　～  59
	39,360
	37,670
	35,570
	34,740
	33,210
	31,810

	60　～  69
	38,990
	37,320
	35,230
	34,420
	32,890
	31,510

	70　～　  
	33,830
	32,380
	30,580
	29,870
	28,540
	27,340

	(注)この表の基準額は、飲食物費、被服費等が対象となっている。

	２　生活扶助基準額表（第２類費）《世帯単位で計算する》

・基準額①

	人数
	1級地
	2級地
	3級地

	
	1級地－1
	1級地－2
	2級地－1
	2級地－2
	3級地－1
	3級地－2

	1　　人
	44,690
	42,680
	40,670
	38,660
	36,640
	34,640

	2　　人
	49,460
	47,240
	45,010
	42,790
	40,560
	38,330

	3　　人
	54,840
	52,370
	49,900
	47,440
	44,970
	42,500

	4　　人
	56,760
	54,210
	51,660
	49,090
	46,540
	43,990

	5　　人
	57,210
	54,660
	52,070
	49,510
	46,910
	44,360

	6　　人
	57,670
	55,110
	52,480
	49,920
	47,280
	44,730

	7　　人
	58,120
	55,570
	52,890
	50,330
	47,650
	45,100

	8　　人
	58,570
	56,020
	53,300
	50,740
	48,020
	45,470

	9　　人
	59,020
	56,470
	53,710
	51,150
	48,390
	45,840

	10人以上１人を増すごとに加算する額
	450
	450
	410
	410
	370
	370

	(注)この表の基準額は、家具什器費、水道光熱費等が対象となっている。


	・基準額②

	人数
	1級地
	2級地
	3級地

	
	1級地－1
	1級地－2
	2級地－1
	2級地－2
	3級地－1
	3級地－2

	1　　人
	40,800
	39,050
	36,880
	36,030
	34,420
	32,970

	2　　人
	50,180
	48,030
	45,360
	44,310
	42,340
	40,550

	3　　人
	59,170
	56,630
	53,480
	52,230
	49,920
	47,810

	4　　人
	61,620
	58,970
	55,690
	54,390
	51,970
	49,780

	5　　人
	65,690
	62,880
	59,370
	57,990
	55,420
	53,090

	6　　人
	69,360
	66,390
	62,700
	61,240
	58,520
	56,050

	7　　人
	72,220
	69,130
	65,280
	63,760
	60,930
	58,350

	8　　人
	75,080
	71,870
	67,850
	66,280
	63,330
	60,670

	9　　人
	77,940
	74,590
	70,440
	68,800
	65,740
	62,970

	10人以上１人を増すごとに加算する額
	2,860
	2,730
	2,580
	2,520
	2,410
	2,300

	(注)この表の基準額は、家具什器費、水道光熱費等が対象となっている。


３　逓減率《第１類費の表に定める個人別の基準額を合算した額に乗じる率》

	人数
	1　人
	2　人
	3　人
	4　人
	5　人
	6　人
	7　人
	8　人
	9　人
	10　人

	率①
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	0.9500
	0.9000
	0.9000
	0.9000
	0.9000
	0.9000
	0.9000

	率②
	1.0000
	0.8850
	0.8350
	0.7675
	0.7140
	0.7010
	0.6865
	0.6745
	0.6645
	0.6645


※生活扶助基準額の計算方法

算式：Ａ×０／３＋Ｂ×３／３

・Ａ…第１類費の基準額①×逓減率の率①＋第２類費の基準額①

・Ｂ…第１類費の基準額②×逓減率の率②＋第２類費の基準額②

（ただし、ＢがＡに0.9を乗じて得た額より少ない場合は、Ａに0.9を乗じて得た額とする。）

４　住宅扶助基準額表
	実際に支払っている家賃・地代

	1級地
	2級地
	3級地

	37,000円
	※37,000円
	36,000円

	家賃等実費を基準額とし、上記の額を限度とする。

· 一部の中核市については、以下の額とする。

豊橋市35,000円、豊田市37,400円


	級地区分表

	1級地-1
	2級地-1
	2級地-2
	3級地-1
	3級地-2

	名古屋市
	豊橋市 岡崎市

一宮市 春日井市

刈谷市 豊田市

知立市 尾張旭市

日進市
	瀬戸市 豊川市

安城市 東海市

大府市 岩倉市

豊明市 清須市

北名古屋市
	半田市 津島市

碧南市 西尾市

蒲郡市 犬山市

常滑市 江南市

小牧市 稲沢市

新城市 知多市

高浜市 田原市

愛西市 弥富市

みよし市 あま市

長久手市 東郷町

豊山町 大口町 

扶桑町 大治町

蟹江町 飛島村

阿久比町 東浦町

南知多町 美浜町

武豊町 幸田町

設楽町 東栄町
	豊根村



